
 2008 ジャパンパラリンピックアイススレッジホッケー競技大会 

開 催 要 綱 
 

１ 目  的  障害者のアイススポーツの競技力の向上を図るため、競技水準の高い選手による競技会を開

催し、国内のアイススレッジホッケー競技への志向意欲をより高めるとともに、広く社会参

加の促進に資することを目的とする。 

 

２ 大 会 名  2008 ジャパンパラリンピックアイススレッジホッケー競技大会 

           

３ 期  間  平成20 年１月２２日（火）～2６日（土） 

 

４ 会  場  旭川市旭川大雪アリーナ 

         〒070-8004 北海道旭川市神楽4 条7 丁目1 番52 号 ℡ 0166-61-9952 

 

５ 主  催 財団法人日本障害者スポーツ協会日本パラリンピック委員会 

  日本アイススレッジホッケー協会 

  旭川障害者スポーツ振興支援会 

６ 主  管  2008 ジャパンパラリンピックアイススレッジホッケー競技大会実行委員会 

   

７ 後  援  厚生労働省 文部科学省 北海道 旭川市 北海道教育委員会 旭川市教育委員会 

（予 定）   独立行政法人福祉医療機構 (財)日本体育協会 (財)日本オリンピック委員会 

  (財)日本アイスホッケー連盟 北海道アイスホッケー連盟 北海道障害者スポーツ振興協会 

旭川市アイスホッケー連盟 地元報道機関各社 

 

８ JPC オフィシャルパートナー 

   ヤフー株式会社 株式会社日本航空 読売新聞社 株式会社セガ 株式会社Love Rhythm 

 

９ JPC オフィシャルサポーター 

オムロン株式会社 株式会社サンセイランディック  

 

１０ ジャパンパラリンピック公式サポーター 

    株式会社グリオ カリフォルニア・レーズン協会 日野薬品株式会社 株式会社富士住建 

 

１１ 協  力  財団法人日本障害者スポーツ協会公認障害者スポーツ指導者 

（予 定） 北海道障害者スポーツ指導者協議会  

 

１２ 競技規則  2007-2008 年国際アイスホッケー連盟（I.I.H.F.）競技規則、国際パラリンピック委員会 

（IPC）アイススレッジホッケー競技規則及び別に定める大会規則を適用する。 

 

１３ 競技方法  対戦方法は、総当戦とする。 

          

１４ クラス分け IPC アイススレッジホッケー部門のクラス分けが終了している者。 

ただし、主催者が必要と認めた者については再クラス分けを実施する。 

該当者については、事務局より別途通知する。 

 

１５ 参加資格  平成 19・20 年度日本アイススレッジホッケー協会登録チーム及び主催者が特に認めたチ

ームまたは個人 



 

１６ 表  彰  1 位、２位、３位のチームを表彰する。（国内クラブ選手権は含まない。） 

 

１７ ドーピング検査 

    ドーピング検査を実施するので事前にTUE 申請が必要な選手は必ず提出しておくこと。 

 

１８ 参 加 料  １チーム 30,000 円（国内クラブ選手権は含まない。） 

 

１９ 申 込 み 

   別添「申込書」に必要事項を記載のうえ、選手個人の「顔写真（縦5ｃｍ×横.3,5cm）」「誓約書」「参加

料」を添えてチーム毎に申込むこと。 

※ 参加料(は、郵便小為替で送付のこと 

※ 証明写真は、必ず裏に氏名を記載しておくこと 

（１）締切り期日 平成19 年12 月25 日（火）必着 

（２）申込み先  〒103－0013 東京都中央区日本橋人形町2-14-9-5Ｆ 

         財団法人日本障害者スポーツ協会 ＪＰホッケー大会事務局 担当：大西    

 

２０ 競技日程 

１月２２日（火） 午前中 公式練習 １５時30 分 開会式   

１６時 第１試合  １９時 第２試合 

１月２３日（水） １６時 第１試合  １９時 第２試合 

    １月２４日（木） １６時 第１試合  １９時 第２試合 

    １月２５日（金） 国内クラブ選手権（出場チーム数により日程を調整する。） 

    １月２６日（土） １４時 ３位決定戦  １7 時 決勝 

                  

２１ そ の 他 

（１）本大会の成績は、今後の国際大会日本代表選手の参考資料とする。 

（２）参加料は必ず申込時に納入すること。締め切り日以降の申込みは一切受け付けない。また、一旦納入さ

れた参加料はいかなる場合も返金しない。 

（３）国内クラブ選手権出場希望チームは１２月２５日（火）までに日本アイススレッジホッケー協会に連絡

すること。ただし、国内クラブ選手権については表彰の対象としない。 

（４）主催者において大会期間中（平成20 年1 月21 日～27 日）は傷害保険に一括加入する（保険内容：

死亡・後遺障害1,000 万円、入院5,000 円、通院3,000 円）。これ以上の補償を望む場合には、各

自で別途保険に加入すること。また、大会では、応急の処置しかできないので、参加に当たっては事前

に医師の診断を受けるなど、事故の責任において健康と安全に十分留意すること。 

（５）問い合わせは､下記とするが、全てＦＡＸまたは、Ｅ－ＭＡＩＬによること。 

 ・ 財団法人日本障害者スポーツ協会 

   担当：大西 03-5641-1213 （mo0024@jsad.or.jp） 

 

 


